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福山市うつみ市民交流センター運転監視保守業務仕様書 

市民部沼隈支所内海支所 

 

 本仕様書は、福山市うつみ市民交流センター（以下「交流センター」という。）における運転監

視保守業務（運転監視業務，庁舎管理等業務，環境衛生管理等業務）についての大綱を示したも

のである。したがって、本書に記載していない事項で、業務を遂行するために必要な事項につい

ては、発注者と受注者が協議して決定し、本仕様書に添付するとともに、受注者は発注者の指示

に基づいて当該業務を実施するものとする。 

 

１ 業務名称 

      福山市うつみ市民交流センター運転監視保守業務委託 

２ 業務場所 

      福山市内海町８８番地６０ 

３ 業務実施場所 

     福山市うつみ市民交流センター内防災センター 

４ 履行期間 

      ２０２６年（令和８年）４月１日から２０２９年（令和１１年）３月３１日まで 

 

Ⅰ 運転監視業務 

１．業務の目的 

  交流センターの建築諸設備及び機器の機能を維持するとともに、効率的な運転を行うことに

よって、快適かつ安全な環境をつくる。なお、業務の具体的な実施要領については、国土交通

省官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書」によるものとする。 

２．業務の内容 

⑴ 運転及び監視 

 ① 交流センターに設置されている電気設備、空気調和設備、給排水設備、防災設備、並び

に建築諸設備等を、安全かつ効率的に運転，監視すること。 

 ② 運転中は、中央監視盤で各機器の負荷の変動状況を常に確認し、負荷容量に応じて機器

の調整を行うことにより、電力及び燃料の節減に努めること。 

③ 電流、電圧、圧力、温度等の状態を計器で確認し、規定値を保つよう完全な運転を行う

こと。また、各自動制御機器の作動値の変更は、発注者の指示によって行うこと。 

⑵ 点検及び保守 

 ① 前項の機器及び設備が良好な状態を保ち、正常に作動するよう、日常点検を行うこと。 

② 日常点検により、機器の異常を発見したときは、消耗部品及び材料の取り替え、注油、

汚れ等の除去、部品の調整等、軽微な保守作業を行うこと。 

 ③ 屋根仕上げ材及び防水施工、建物内の諸設備を３月に１回点検し、異常が認められたと

きは発注者に報告するとともに、軽微な損壊等については補修すること。 

④ 樋及びドレン、雨水マス及び排水溝等の状態を３月に１回点検し、ごみ及び堆積物等が

認められたときには取り除くとともに、軽微な損壊等は補修すること。 
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⑶ 保安及び防災 

① 台風、地震等により、災害の発生が予測されるときは、巡回監視を厳重に行い、発注者

の指示に従って、被害の予防と拡大防止に努めること。 

 ② 漏電等、重大な事故が発生していると思われるときは、遮断機並びに開閉機等の操作を

敏速に行うとともに、発注者の指示により適切な措置を講じること。 

③ 火災等の発生時には、来庁者等を安全に避難させるとともに、現場に急行して適切な処

置をとること。また、発注者に連絡し、その指示により防災活動を行うこと。 

(4) その他の事項 

 ① 国旗、市旗の掲揚に関すること。 

 ② 仕様書に明記されていない業務であっても、発注者が必要と認めた業務は、その指示に

より実施するものとする。 

３．業務従事者及び勤務時間等 

 ⑴ 配置人員等 

  ① 業務を支障なく遂行でき、法令等に適合するよう、経験豊かで、有能な業務担当者を配

置すること。なお、休暇等により要員を欠くときは、業務に支障が生じないよう、発注者

の承認を受けて臨時の応援体制を整え、必要な人員を確保すること。 

② 業務の状況を総合的に把握し、担当者を指導するとともに、発注者及び建築諸設備や機

器の保守点検を担当する者等との調整を担当する業務責任者を定めること。 

  ③ 業務担当者及び業務責任者については、名簿及び各自の経歴書を発注者に提出し、承認

を得ること。また、変更が生じた場合も同様とする。 

⑵ 資格要件等 

  ① 業務責任者は、建築物環境衛生管理技術者の資格を持つ者であること。また、業務を行

うものは、担当する業務についての知識と技能を有する者であること。 

  ② 業務担当者が行う機器の日常点検については、電気主任技術者、ボイラー技士、危険物

取扱者の資格を有する者が定期的に実施状況を把握し、指導及び応援にあたること。 

 ⑶ 勤務時間等 

  ① 業務を行う日は、交流センター全体の休館日（各年の年末１２月２９日から年始１月３

日まで）を除く毎日とし、勤務時間は午前８時から午後１０時までとする。 

  ② 発注者が必要と認めたときは、休館日及び早出又は延長の勤務を命じることができるも

のとする。この場合、出務者の時間外勤務手当等は、契約金額に含むものとする。 

４．提出書類等 

 ⑴ 計画書及び報告書 

① 実施体制、実施工程、業務を行う者が有する資格等、業務を適正に実施するために必要

な事項を記載した計画書を作成し、発注者に提出して承認を得ること。 

  ② 機器の運転時間、運転中の２時間毎の外気温湿度、電気、ガス、油、水道等の使用量、

記録をした者の名前等を記録した運転日報、並びに、機器及び建築設備の状態等を記録し

た点検保守日報を作成し、翌日、発注者に提出すること。 

  ③ 機器及び建築設備に機能の異常、劣化、損傷等が認められたときは、その原因及びとる

べき措置を日報に記載するとともに、必要に応じて写真等を添付すること。また、修繕及

び消耗部品等の交換等を行った場合も、その内容を記載すること。 
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④ 法令に基づく届出書及び報告書等については、当該書類の作成及び提出について、発注

者の指示により、その事務を代行するものとする。 

⑤ 建築基準法第１２条第２項（建築物）及び第４項（昇降機以外の建築設備）の点検につ

いて、法令に基づき必要とされる点検資格を有する者が点検を行い、本市指定様式にて毎

年１回点検結果を報告するものとする。ただし、打診による外壁点検などは記入を省くこ

とができるものとする。 

⑵ 書類の管理等 

① 発注者の指示により、運転日報、点検保守日報、及び交流センターの竣工図書類、並び

に法令に基づいて提出した届出書及び報告書等の写等を保管、管理すること。 

  ② 発注者から、業務の実施状況や設備及び機器類の状態並びに修繕等の必要性等について

報告を求められたときは、保管している書類をもとに考察し、報告すること。 

５．費用負担等 

 ⑴ 工具及び材料 

① 点検に必要な工具及び計測機器等の機材については、設備及び機器に付属して設置され

ているものを除いて、また、保守に必要な消耗部品又は材料、油脂等については、発注者

が支給するものを除いて、受注者の負担とする。 

  ② 消耗部品や材料等の予備品及び在庫品、工具及び機材等は、いつでも、必要なものを使

用できるよう、常に整理しておくこと。 

 ⑵ その他の費用 

① 業務を実施するために必要な電気、水道等の料金は、原則として発注者の負担とする。 

  ② 業務を実施するうえで発生した事故の責任は、すべて受注者の責に帰すものとし、これ

の処理に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。 

６．その他の事項 

 ⑴ 安全管理等 

① 防災センター及び機械室は、関係者以外の入室を禁じるものとする。ただし、発注者が

必要と認めたときは、この限りでない。 

  ② 作業を行う場所若しくはその周辺に第三者が存するとき、又は立ち入る恐れがあるとき

は発注者に報告し、事故防止のために必要な措置を講じること。 

 ⑵ 服務管理 

  ① 業務にあたる者は、所定の制服及び名札を着用し、来庁者等には丁寧に対応すること。 

（庁舎管理等業務） 

１．業務の目的 

  内海支所の執務時間外及び休日に、図書の貸出、施設利用の案内等を行うことにより、市民

サービスの向上を図るとともに、災害等が発生しないよう庁舎を管理する。 

２．業務の内容 

⑴ 庁舎管理等 

① 庁舎内を巡視して異常の有無を点検し、異常を発見したときは、直ちに発注者へ報告す

るとともに、その指示によって適切な措置をとること。 

 ② 来庁者の問い合わせ等に対して適切に対応するとともに、多目的ホール及び研修室等の

利用者に対して、機器等の取り扱いの説明と鍵の受け渡しを行うこと。 
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③ 日々の業務を終了するにあたっては、在庁者の有無、施錠及び火気の有無等を点検し、

事故や盗難、火災等の予防に努めること。 

 ⑵ 文書授受等 

① 休日及び内海支所の執務時間外に届いた郵便、各種文書等を受け取って厳重に保管し、

その日に最も近い休日でない日の午前中に、発注者に届けること。 

  ② 休日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間に、死亡、埋火葬許可、婚姻等の届

や申請があったときは、直ちに日直員に連絡すること。 

①  図書貸出等 

① 休日の午前９時から午後５時３０分までと、休日でない日の午後５時１５分から午後５

時３０分までの間に、交流センター図書室の蔵書の貸出事務を行うこと。また、中央図書

館等の蔵書の貸出を希望する市民から予約券を受け取り、その日に最も近い休日でない日

の午前中に、発注者に届けること。 

  ② 図書を返却するため前項の時間内に来庁した市民から当該図書を受け取り、その日に最

も近い休日でない日の午前中に、発注者に届けること。 

３．従事者及び時間等 

 ⑴ 業務従事者 

業務の処理は、運転監視等業務の従事者をもって、その任にあてるものとする。 

 ⑵ 業務時間 

運転監視等業務を実施する日のうち、内海支所の執務日については午後５時１５分から午

後１０時まで、休日については午前８時３０分から午後１０時までとする。 

 

Ⅱ 定期点検保守管理業務 

１．目 的 

  市民交流センターの維持管理に関して、常に環境衛生上良好な状態を維持するとともに、市

民交流センターに設置している設備機器の定期保守点検（法令で定める場合には、当該法令の

定める事項を満たす）を実施し、常に機器を良好な運転状態に保つことを目的とする。 

２．一般的事項 

（１）本仕様書は、業務及び設備機器の定期点検保守業務の大綱を示すものであって、運転監視 

業務の一般的な事項に準じる。 

（２）受注者は定期保守点検を実施する前に、業務責任者を定め定期保守点検実施者、実施体 

  制、実施工程、業務を行うものが有する資格等の業務を適正に実施するために必要な事項を 

  記載した業務計画を提出し、発注者と協議し、承諾後実施するものとする。 

業務担当者の安全衛生に関する管理は、業務責任者が責任者となり、関係法令に従って行う。 

（３）定期点検及び保守、運転等の作業にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必

要な安全措置を講じ事故の防止につとめる。点検及び保守運転等の作業を行う場所若しくは

その周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、危険防止に必要な措置

を施設管理者に報告のうえ、当該措置を講じて事故の発生を防止する。 

（４）受注者は、定期保守点検の実施に当たって、常に設備の保全につとめ設備点検の結果、異

状が判明したときは、速やかに発注者に報告し指示に従うものとする。 

（５）受注者は、定期保守点検結果の状態報告等ただちに発注者へ報告するものとし、点検業務
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報告書を作成し速やかに発注者へ提出する。なお、必要に応じ劣化状況を示す写真及び図面

を提出する。 

（６）受注者は保守点検の実施にあたり、設備備品等その他の造営物をき損した場合には、発注

者に報告するとともに速やかに原形に復帰しなければならない。 

（７）定期保守点検に必要な測定器、工具、事務用品、薬品類、保守用物品については、設備機

器に付属して設置されているものを除き受注者の負担とする。 

（８）定期保守点検に必要な電力、水、ガス及び故障発生や点検中に発見された不具合に伴う調

査費、修理費、部品費は発注者の負担とする。 

（９）この仕様書に明記なき事項又は質疑を生じた事項は、発注者と受注者が協議して定めるも

のとする。 

 

３．定期点検保守管理内容 

（１）害虫駆除業務 

  ① 一般的事項 

    建築物環境衛生管理基準（施行規則第４条の４及び第４条の５）に基づき、市民交流セ

ンターの害虫駆除のため大綱を示すものであって、本仕様書に明記されていない業務であ

っても、発注者が必要と認めた業務は、その指示により委託金額の範囲内で誠実に実施す

るものとする。 

② 業務内容 

  ア 発生源処理（面積８６７㎡） 

    湯沸室、便所、更衣室、シャワー室、収蔵庫、調理実習室、ごみ集積場、及び温浴プー

ル関連施設とし、空間噴霧及び残留噴霧で処理する。 

  イ 一般面処理（面積２４００㎡） 

    ＵＬＶ機による噴霧で処理すること。 

  ③ 業務の順序等 

  ア 業務実施計画書を提出し、発注者と協議のうえ承認を得て実施すること。 

  イ 業務の際、移動できるものは移動して実施し、実施後は片付けをすること。 

  ④ 業務の実施時期 

    年２回で、１回目は最も効果が大きい時期（６月ごろ）に、２回目は、１回目の検査に

合格した後６月以内に実施すること。なお、その日時については発注者が指示するものと

する。 

  ⑤ 使用薬剤 

    無臭性、低毒性のものを感染症予防法施行規則の基準に従って使用する。 

    発生源に対しては、水性ペルメトリン５％乳剤２～４倍液を１㎡あたり２～４cc 散布

（ＵＬＶ施行）し、さらに低臭性フェニトロチオン５％ジクロルボス２％混合乳剤10倍液    

を１㎡あたり５０cc噴霧（残留処理）すること。また、トイレ、湯沸室についてはさらに

スミチオンＭＣ剤を噴霧すること。 

    一般面については、水性ペルメトリン５％乳剤２～４倍液を１㎡あたり１～２cc 散布

（ＵＬＶ施行）し、低臭性フェニトロチオン５％ジクロルボス２％混合乳剤10倍液を１㎡

あたり５０cc噴霧（残留処理）すること。 
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  ⑥ 実施の確認 

   業務終了後に次のとおり確認を受けること。 

  ア 業務終了直後の確認 

発注者の検査を受け、業務実施計画書に実施済確認印を受けること。 

  イ 一定期間後の確認 

業務終了直後の確認日から３０日以内に効果の確認を受け、駆除効果が小さいことが判

明したときは手直しすること。 

  ⑦ その他注意事項 

  ア 火災及び盗難の防止、通気衛生に留意し、作業終了後は、確実に施錠すること。 

  イ 温湿度調整をしている部屋の扉、窓等の開閉は、特に注意すること。 

  ウ 薬剤を撒布する際は、書類、器物等を汚染しないよう、とくに留意すること。 

 

（２）空気環境測定業務 

① 一般的事項 

市民交流センターの室内空気環境測定は、建築物環境衛生管理基準（施行規則第２条及

び第３条，並びに第３条の２）に準じて実施し、建物の室内空気環境の状況を把握すると

ともに常に衛生的管理を推進するものである。 

② 測定項目 

浮遊粉塵の量、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、温度及び相対湿度、気流、ホルム

アルデヒドの量とする。 

③ 測定箇所 

諸室の規模及び用途、空調の方式や系統、室内の設備及び備品等の配置等を考慮し、建

物全体の空気環境が十分に把握できる場所から３箇所を選定すること。 

④ 測定周期 

測定間隔は２ヶ月以内に１回、定期的に行うものとし、測定回数は各項目ごとに１日２

回実施する。 

ホルムアルデヒドの量については、特定建築物の大規模の修理又は模様替（以下「建築

物」という。）を行ったとき、当該建築物等を行った居室において、当該建築等を完了しそ

の使用を開始した日以降１回実施する。 

⑤ 測定を行う者の資格 

測定を行う者は、建築物における衛生環境の確保に関する法律施行規則第２６条第２項 

に定める空気環境測定実施者とする。 

⑥ 測定結果の報告 

測定結果は、速やかに発注者へ報告する。また、測定の結果、管理基準値に適合しない

場合には、その原因を推定し、発注者に報告する。 

 

（３）電気錠保守点検業務 

① 定期保守点検機器 

   ・電気錠制御盤   一式 

    ・電気錠設置扉   ５箇所 
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  ② 定期保守点検回数 

     １回／年 

③ 定期保守点検内容 

    ア 電源回路の点検（絶縁測定を含む） 

    イ インターロック回路等の制御状態確認調整 

    ウ 運転電圧、電流の測定 

    エ 扉側電気錠の動作確認、調整 

    オ 総合点検調整 

    カ 火災連動の確認、停電時の確認 

    キ その他必要な点検 

 

（４）消防用設備保守点検業務 

  ① 定期保守点検機器 

   ア 消火器設備     一式          

イ 自動火災報知設備  一式 

   ウ 非常放送設備    一式          

エ 誘導灯設備     一式 

   オ 消火栓設備     一式          

 

   機 器 名 称 及 び 種 別 等  数 量  単 位 

 ① 消火器設備      

   粉末消火器小型 23 本 

 ② 自動火災報知設備     

   受信機  （Ｐ型 １級）7 回線 1 面 

   差動式スポット型熱感知器 57 個 

   定温式スポット型熱感知器 20 個 

   光電式スポット型煙感知器 25 個 

   発信機  （Ｐ型１級） 7 個 

   表示灯 7 個 

   電源点検 1 式 

    配線点検 1 式 

③ 非常放送設備   

   増幅器操作部   120w 7/20 回線 1 台 

   自動火災報知設備連動 7 台 

   スピーカー回線 69 個 

   音量調整器 69 個 

   遠隔操作器 1 台 

   起動装置 7 個 

   常用電源 1 式 
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   非常用電源 1 式 

④ 誘導灯設備   

   誘導灯 28 灯 

   誘導標識 28 枚 

⑤ 消火栓設備   

加圧送水装置 1 台 

表示盤 1 式 

消火栓（屋内型）１号消火栓 7 台 

圧力調整弁 1 台 

表示灯 7 個 

放水口 7 基 

常用電源 1 式 

配線点検 1 式 

 ⑥防排煙設備   

連動制御盤 1 面 

常用電源 1 式 

非常電源 1 式 

※（６）防火設備等保守点検業務に係る点検を含む。 

 

② 定期保守点検仕様 

   ア 定期保守点検回数 

     ・外観機能点検回数  ２回／年 

     ・総合点検      １回／年 

   イ 定期保守点検内容 

     消防法、並びに同法施行規則及びこれに基づく消防庁告示に定めるところによるほか

「消防用設備等の点検基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様

式」及び「消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並

びに点検の結果について様式」に定めるところにより適正に行う。 

 

 

（５）防火対象物定期点検管理業務 

  ① 一般的事項 

    一定の防火対象物の管理について権限有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上

必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に報告が義務付けられており、そ

の業務を委託するものです。 

・ 実施にあたっては発注者と協議して行う。 

・ 業務完了後は報告書を発注者に提出する。 

 

（６）防火設備等保守点検業務 
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    ①定期保守点検機器 

     防火設備機器 一式 

機 器 名 称 種   別 数  量 単 位 

【防火設備等】       

防火扉      2 個 

防火シャッター      1 個 

※防火設備等の点検は関連する感知器及び連動制御盤の点検を含む。 

 

 ② 定期保守点検仕様 

   ア 定期保守点検回数 

     ・外観機能点検回数  ２回／年 

     ・総合点検      １回／年 

   イ 提出する点検報告書 

     ・点検結果表 

     ・点検状況及び不具合の状況写真 

 

 

Ⅲ 仕様書の業務内容等に関する問い合わせ先 

    福山市内海町８８番地６０ 

    福山市市民局市民部沼隈支所内海支所  ℡（０８４）９８６－３１１１ 
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福山市うつみ市民交流センターの概要 

 

○ 建物概要 

 １．立 地 場 所  福山市内海町８８番地６０ 

 ２．敷 地 面 積  １７,１４８.２７㎡ 

 ３．建 築 面 積  ３,４０３．００㎡ 

 ４．延 床 面 積  ３,５２３．７１㎡ 

             ・本体１階 ３,２６７.５５㎡  ・本体２階 ２５６.１６㎡ 

             ・水防倉庫    ４１.２０㎡  ・車 寄 せ  ３６.７５㎡ 

             ・駐 輪 場    ２５.５８㎡ 

 ５．高   さ  最高高さ １０.３０ ｍ  最高軒高  ９.７０ ｍ 

 ６．建 築 構 造  鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造（耐火建築物）２階建て 

 ７．主要仕上げ  外装 ・外壁：磁器質角タイル、アクリルシリコン樹脂塗装 

             ・屋根：コンクリート＋アスファルト露出防水（シルバー吹付） 

             ・ 窓 ：アルミニウム製建具、フロート板ガラス 

          内装 ・ 床 ：磁器質タイル、ビニール床タイル、ビニール床シート、 

                 タイルカーペット、フローリング 

○設備概要 

 １．建築設備  自動ドア、電動シャッター、舞台用バトン及び吊物、トップライト 

         舞台昇降機（定員１名、積載量２００㎏、３ｍ／分） 

         中央監視設備（防災センターに設置） 

 ２．電気設備  高圧受電設備  ３φ３Ｗ、６.６ｋＶ（屋内キュービクル） 

                 操容量 ６５０ｋＶＡ 

         その他諸設備  フリーアクセス、拡声装置、インターホン、電気時計、 

                 ＴＶ共聴、電気錠、多目的便所呼出装置、 

舞台音響及び照明装置、街路灯 

 ３．機械設備  空 調 設 備  空冷式ビル用マルチエアコン 

         給 水 設 備  受水槽（ＦＲＰ）２㎥、水道直結方式 

         給 湯 設 備  ガス給湯器（調理実習室、防災センターシャワー室） 

貯湯式電気給湯器（飲料水） 

温浴プール用真空温水発生機（灯油焚） 

貯湯タンク３,０００ℓ 

 ４．防災設備  自動火災報知機、非常放送設備、屋内消火栓（圧力水槽方式加圧送水装置） 

         防火戸、誘導灯、内蔵式非常照明、避雷針、消火器 

 ５．電話設備  デジタル交換機 






















































